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研究会優秀論文推薦のことば

 小児医療現場におけるコミュニケー ションの改善を目的 として、北野華子君が行 っ

た本研究は、理論研究、海外でのフィール ドワー ク、実証実験等を含み、多面的に小

児のイ ンフォーム ドコンセ ン トにつ いて掘 り下げている。北野君は、在学中2回(2008、

2009年 度)に わた り、医療の質 ・安全学会で発表を経験 して、研究の質を高めて きた。

本論文は、専門学会で発表される論文 に比肩 しうる優秀な論文であ り、 ここに推薦す

る次第である。

慶應義塾大学

総合政策学部専任講師

     秋山 美紀



子 どもに対す るインフォーム ド ・コンセ ン ト

-子 どもの年齢 と発達に合わせた説明アプローチの検討-

慶應義塾大学環境情報学部4年 北野華子

 インフォーム ド・コンセン トの実施には、理解力 と判断力を備える同意能力が必要条件

とされる。同意能力をもたないと判断される 子どもに対 して、欧米諸国では子ども の年齢

と発達に合わせた説明、"プ リパ レーシ ョン"を 実施 している。プリパ レーションは、 チど

もの認知発達段階に合わせた説明アプローチを行うことで、子 どもの理解力の促進、対処

能力の向上 、そ して不安や恐怖を軽減 させる効果がある。欧米諸国で実践 されているプリ

パ レーションは有効的であるが、米国と我が国における社会的な背景や医療体制の違いに

より、類似 した説明体制を導入することは困難であるため、我が国にあった説明体制を検

討する必要がある。本研究では、我が国における子ども の年齢 と発達に合わせた説明アプ

ローチについて、社会的な背景と医療体制の日米比較を中心に検討する。

Keywords:イ ンフ ォーム ド・コンセ ント 、イ ンフォーム ド・アセ ン ト、プ リパ レーシ ョン、

      同意能 力、ヘル スコ ミュニケ ーシ ョン
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序章 本研究の目的と概要

1.研 究の背景

 我が国の小児医療の診療現場において、医療従事者はこれか ら行われる医療行為の説明

を子どもに対 してではな く、保護者へ説明を行っているのがほ とんどである。 子どもは、

どうして治療 しない といけないのか?ま た何故、病気になったのか?と いった様々な疑問

をもち、不安 と恐怖を抱えなが ら診療を受けている。

 小児医療現場における医療行為に関する説明は、法的代理人である保護者に対 して説明

が行われ、理解力と自己決定力を備える同意能力をもたない子 どもには、説明を免除 され

ることがある。 しか し、子ども の認知発達段階に合わせた説明アプローチを行 うことで、

子 どもの理解力と対処能力が向上 し、不安と恐怖を軽減する効果があると先行研究で示唆

されているn。 こうした医療行為に対する "心 理的準備"の 説明(プ リパ レーション)は

効果的であるとされ るが、子どもの年齢 と発達を考慮 して、説明することは難 しく、子 ど

もの理解を得るためには時間と労力が必要となる。

 欧米諸国の小児医療現場では 日本 と比べ、子供 に対する説明実施を積極的に実施 されて

いる。欧米諸国の現場には、「チ ャイル ドライフスペシャリス ト」や「 ホスピタルスペ シャ

リス トといった資格を有する専門家がいる。 これ らの専門家は、これか ら行われる医療行

為について、実際の医療器具や人形、また子供向けの説明が書かれた絵本といったプリパ

レーションツールを用いて、子どもの年齢 と発達に合わせた説明アプローチで実践 されて

いる。 こうした子 どもへの説明を実施する ことによって、円滑に医療的処置を実施する こ

とが出来、また小児医療のヘルスコ ミュニケーションの向上 に繋がる。

 現在、我が国には米国のように、チャイル ドライフスペシャリス トの専門家を養成する

機関 もな く、また 子どもの年齢 と発達に合わせた説明体制が十分に整っていない。 しか し

米国と同様の体制を導入 し、適応することは国民性や宗教観の社会的な背景の違いより困

難であることから、本研究では、我が国の小児医療現場の現状を把握 し、子 どもの理解 を

促すための説明を実施する上で、 どの ような説明体剃(説 明方法や説明実施者)を 検討す

る必要があるか?と いう視点で研究を志 した。

2.本 研究の 目的 と研究のプロセス

 本研究の 主たる目的は、次の3点 である。

 1点 目は、医療行為における説明 と同意に関連する概念を把握すること、2点 目は、子

どもに対する説明体制を日米の小児医療現場で比較すること、そして3点 目は説明が子 供

の行動 と理解にどのような影響を与えるかについて検証することである。
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 1点 目の研究 目的(医 療行為における説明 と同意に関連する概念を把握すること)に 関

しては、インフォーム ド・コンセン トの誕生から現在の医療現場での実施に至るまでにつ

いて文献調査を行い、本研究の中心テーマである子どもへの説明と同意の位置づけを示す。

子供に対する説明 と同意の必要性について、世界医師会が出 した 「ヘルシンキ宣言」およ

び子どもの年齢と発達に合わせた説明を受ける権利を主張するrEACH憲 章」といった法的

側面および倫理的側面より理解を深めた。

 インフォームド ・コンセ ン トの概念や説明権利の理解を基に、本研究における中心的な

テーマである子供の年齢 と発達に合わせた説明アプローチに関して、2点 目の研究目的であ

るプリパ レーションを実施する米国の小児医療現場 と我が国の小児医療現場を比較 した。

実際に、米国の3つ の小児医療現場に視察を行い、実物のプリパ レーシ ョンツールとプ リ

パ レーションの実践をみてきた。米国の子ども 病院視察を基に、日米における社会的な背

景の違いか ら、我が国にあった説明体制の必要性を述べる。また我が国の小児科医に よる

子供への説明実施背景を明 らかにするために、開業医を除く小児科医に対 してアンケー ト

調査を実施 した。子供に対 しての説明実施の有無、また説明を実施 している年齢、そ して

説明を実施 しない理由を卞な質問項目とし、 これ らの調査結果より、我が国に合ったプ リ

パ レーション方法 と説明ツールを検討 してい く。

 最後に3点 目の目的である説明がr供 の行動 と理解にどの ような影響を 与えるかを検証

するために、先行研究での効果検証を踏まえ、検証実験を行った。先行研究によると、「チ

どもに対 して、分か りやす く病気 ・治療 ・検査を説明することによって、子ども の対処能

力の向1.、 及び不安や恐怖を軽減する効果がある」 と論 じられ、またピアジェの認知発達

理論で もf一供の年齢、および発達 レベルに合わせた説明を実施することで、幼児で も理解

が 可能である と示 されている。そこで幼児に対 して、仕掛け絵本を用いた説明、及び実際

の医療器具を用いたロールプレイによる:段 階説明を し、説明によってどのようにr供 の

行動 と理解が変容するかについて検証実験を行い、検査手順の説明と我が国の子 どもの行

動 と理解の変容に着目した。

3.用 語の定義

 本論文の中心概念であ り、かつ頻 繁に使用 され るい くつかの用語 を定義す る。

こ こでは、 「イ ンフォーム ド ・コンセ ン ト」 「インフ ォーム ド ・アセ ン ト」 「プ リパ レー シ ョ

ン」 「デ ィス トラ クシ ョン」、 「チ ャイル ドライフスペ シャ リス ト/ホ ス ピタルプ レイスペ シ

ャ リス ト」の5点 につい て、簡 潔に定義す る。また、 より詳細な概 念につい ては、後 に関

連 する章 で改めて詳説 し、その他の用語 につ いては隋所 で定義を紹介す る。
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(1) インフォーム ド・コンセン トInformed Consent

  提案された検査や治療法の利益、それに伴 う危険、副作用、他の治療法の可能性、

  治療 しない場合に予想される結果な どを十分に説明 し、患者に自己決定権を与え、

  その同意を得ることである。インフォーム ド・コンセン トには、「説明と同意」とい

   う訳語以外に、「説明と納得 ・同意」、「合意」 と様々である。

(2)イ ンフォーム ド ・アセ ン トInformed Ascent

   イ ンフ ォーム ド ・アセ ン トとは、直訳で は 「了解」 とい う意味で ある。 これ か ら

   起 こる医療 行為 に対 して、子 どもの発達 に応 じた適切 なawareness(知 る こと、 気

   づ き)を助け るこ とで ある。

(3)プ リパ レーションPreparation

  子供に対 して、それぞれの認知発達段階に適応 した方法で、病気、入院、検査、そ

  の他の処置について絵本や実際の器具等の遊びを用いた説明を行い、子 どもや親の

  対処能力を引き出す ような環境及び機会を与えることである。

(4)デ ィス トラクションDistraction

   小児医療では痛み と修飾する要素である不安や緊張の非薬物的な緩和方法 として

   位置づけ られている。つまり、痛みを紛らわすディス トラクションではな く、不

   安や恐怖を軽減するために、五感を使 った遊具等を用いて気を紛らわす ことであ

   る。

(5)チ ャイル ドライフスペ シャ リス ト/ホス ピタル プ レイスペ シャ リス ト

  Child Life Specialist/Hospital Play Specialist

   欧 米諸国 においては、遊びの 専門家が病院 内の 小児科病 棟に存在 し、 子どもへ の心

   理的 サポ ー トをは じめ、患者の両親お よび 兄弟へ のサポー トも行われ てい る。米 国

   ではチ ャイル ドラ イフ スペ シャ リス ト(CLS)、 英国 では ホス ピタルプ レイスペ シ ャ

   リス ト(HPS)が 現在 、資格 を有 した専門家 と して小児 医療現場で活躍 している。

4.諭 文の構成

 本文の構成 と各章の概要を以下に記す。

 第1章 では、「インフォームド ・コンセン トとは何か?」 について、インフォーム ド・コ

ンセ ントの誕生か ら、患者の自己決定権の主張、そして今 日の医療現場での実施に至るま

での歴史的な背景か ら論 じる。本章では、歴史的な背景を基に、医療行為における説明 と

同意の位置づけを明 らかにする。
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 第2章 では、インフォーム ド・コンセン トを実施する上での必要条件である 「同意能力」

を中心に、同意能力をもたない と判断される子 どもへの説明体制、お よび年齢 と発達に合

わせた説明を受ける権利の必要性 と重要性を述べる。

 第3章 では、日米の小児医療現場から、子 どもの年齢 と発達に合わせた説明アプローチ

を比較 し、それぞれの社会的背景か ら子どもに対する説明体制の実態を示 し、我が国に適

した説明体制の必要性を述べる。

 第4章 では、我が国の小児科医による子どもへの説明実施状況を明 らかにするアンケー

ト調査 を行った。小児科医に対 して、子 どもへの説明実施の有無、説明実施 している子供

の年齢、説明実施 しない理由に関 して質問し、我が国における説明実施状況を考察する。

 第5章 では、プリパ レーションが子 どもに与える影響について、検証実験を行った。読

み聞かせによる説明、および実際の医療器具を用いたロールプレイによる二段階説明か ら、

子 どもの行動 と理解にどのような変容をもた らしたかについて検証する。

口 ●

1)及 川郁子、田代弘子、病気の子どもへのプ レパ レーシ ョンー臨床です ぐに使える知識 と

   ツール、新 日本印刷株式会社、2007
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第1章 医療行為 とインフォーム ド・コンセン ト

 患者の自己決定権の重視に加え、ナチスの非人道的な人体実験が明らかにされたことか

ら、臨床実験 における規範、そ して人権の尊重 と、医療行為における説明 と同意が重視 さ

れ るようになった。 こうした ことを背景に、医療分野でもインフォーム ド・コンセン トの

必要性 と重要性が強調され、今日の医療倫理の基本を形作っている。本章では、「インフォ

ーム ド・コンセン トとは何か?」 を、インフォーム ド・コンセン トの誕生、医療における

パターナ リズムか らの脱却、臨床実験における説明 と同意、そ して患者の権利主張による

日常診療でのインフォーム ド・コンセン トの実施に至るまでの歴史的な背景か ら論 じる。

1-1.イ ンフ ォームド ・コンセ ント の誕生 の歴史的な背景

 イ ンフォーム ド ・コ ンセ ン ト(lnformed Consent)と は、 Information(情 報 ・説明)に 基 づ

くConsent(同 意 ・承諾)で あ る1)。 第 二次 世界大戦中にナチ ス医師や らに よる捕虜 を使 っ

た 非人道的な人体実験が明 らか に され た ことか ら、1947年 にニ ュール ンベ ル グ軍事裁判で 、

人 を対象 とす る研 究 では本人への 同意 が絶対条件 とされ る規範(ニ ュー ル ンベル グ網領)

が示 された2)。 これ を受 けて、1964年 に 世界医師会は 「人 間を対象 とす る生物学的研究(臨

床実 験)に 関 する倫理網領」 を採択 し、 これは後 のヘル シンキ宣 言とな った。 ヘル シ ンキ

宣 言に よる と、人 体実験(臨 床実験)は 医学の進 歩のために必要 であ る同時 に、人体実 験

を実 施す る 上でその 目的 、方法 、予 想 され る利益 と危 険を被験者 に 十分な説 明を し、 同意

を得 る ことが必要であ る と明示 されてあ る。

【資料1】 ヘルシンキ宣言(1964)9)

    人間における生物医学的研究を行う医師の手引きのための勧告」甚本原則第9項

人間を対象とする如何なる研究においても、研究対象となることが 尹想されるものはだれでもそ

の研究の目的、方法、予期される利益、起こるかもしれない偶発事ならびにそれがもたらすか も

しれない不快について適切な説明を受けねばならない。彼らはその研究に参加することを拒む自

由があり、又[研究の途中で]何時でも協力への同意を自由に取り消 しうるという説明がなくては

ならない。かくて医師は自由に与えられた、説明された上での同意を、できるなら[口頭ではな

く]書類の形で得ておかねばならない。

 こうした歴史的な背景が、医療行為における説明 と同意、

が誕生 した。

インフ ォーム ド ・コ ンセ ン ト

1-2.パ ターナ リズ ムか 息 の 己 の 重へ

説明 と同意が重視 され るまでの医療は、患者は専門家である医師に任せ、医師は患者を
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わが子を思 う気持ちで最 も良い治療法を考えて診療するパターナリズム(親 権主義)の 強

い影響があった。専門家である医師が患者のために善いことを行 うという考えに基づいて

いるが、ー・方でパターナ リズムは善行 ・無危害原則をもち、患者に病気、治療や検査、お

よび予後を伝えることは余計な不安を与え、患者にとって利益にな らないと考えがちであ

るとい う側面ももっている。特に対応力のない小児や知的 ・精神的障害者の多 く場合は、

医師のパターナ リズムに頼 りがちである4)。しか し、医療は不確実であるため、病状が良 く

ならないものに対 しては、患者側の不満が高まることも事実である。 こうした文脈の もと

に説明 と同意が重視 され、それまでのパターナ リズムの思想から離れ、患者の自己決定権

に基づ く、患者自身の権利を主張するようになった。

 こうした患者の権利の主張が高まる中、1972年 にアメリカ病院協会は 「患者の権利章典」

を示 し、「患者は思いやりのある、人格を尊重 したケアを受ける権利がある」、「医師か ら病

状や治療における必要な情報を事前に受け取ることが出来る権利を有する」等、患者の人

権擁護を重視すること、お よび 自己決定権を尊重することが明示 された3)。こうした権利章

典を機に、研究目的における臨床実験以外の 日常診療において も、インフォームド ・コン

セン トと情報公開の重要性 と必要性が強調され始めた1)。

 ヘルシンキ宣 言では、人体実験における調査対象者のあ り方を喧視されていたのに対 し、

患者の権利章典は患者の権利を重視 した説明 と同意が示 されている。その後、1980年 にア

メリカ医師会(AMA)の 医療の倫理網領、1983年 に 「生命倫理に関する大統領委員会」の

報告書で も、医療における患者の自己決定権の尊重、および患者の権利主張が増 した1)3)。

1-3.イ ン フ ォ ー ム'・ コ ン セ ン つ2つ の と

 欧米諸国、特に米国では、患者の権利主張が高まったことで、医慮訴訟が頻繁に生 じる

ようになり、その ・つの原因 として日常診療における不i一分なインフォーム ド・コンセ ン

トが指摘 されるようになった。医療におけるインフォーム ド・コンセ ン トとは、医師が患

者に対 して病状の説明や必要な医療行為(治 療 ・検査)に 関する ト分な情報を提供 し、患

者の理解 と同意を得ることである4)。こうした患者へのインフォーム ド・コンセン トが不f凸

分だ と訴えられた場合、裁判において医師は敗訴 して しまう可能性が高まった。医療訴訟

を避ける、また自身を守るために、欧米諸国の医師はインフォーム ド・コンセ ン トの実施

を強化するといった自己防衛的な医療の特徴が浸透した1}。また医療訴訟が頻繁になった も

う 一つの要因には、多 くの医療情報や健康情報が流通するようにな り、市民の医学知識が

高まったためである。 さらに医学が進歩 し、 一つの病気に複数の治療法が可能になり、患

者自身が選択できるようにもなった3)。医療訴訟の頻繁化 と患者のヘルスリテラシーの向F

によって、患者への告知義務が確立し、インフォーム ド・コンセン トが 日常診療にも定着

されたのである。

 欧米諸国のインフォーム ド・コンセン トは、「診療契約上の説明および同意」 といった法

的側面が強い特徴をもつが、医師と患者間でのインフォーム ド・コンセ ン トが強化された
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ことによって、現在の医療倫理への基本とな り、また医療従事者同士、お よび患者 との関

係性にも影響を与えた。

 医療における過失 と失敗におけるリスクは比較的高いため、医療専門家が自己防衛 を行

う心理的 ・社会的な措置 として、多様な専門職が医療に参加することが盛んになった。そ

れが近年の欧米諸国の医療の特徴である 「チーム医療」である。医師以外の専門職が加わ

った ことで、医学の高度化および専門分化 し、共同して患者へ医療を提供するようになっ

た1}。チーム医療体制によって、従来のパターナ リズムの思想による医師 と患者のタテ関係

が、医療従事者 ・患者間の連携を不可欠 とするヨコ関係へ と対等な関係性 となった3)。

 米国において、医療行為に関するインフォーム ド・コンセン トが1970年 代より実施 され

始めたのに対 し、我が国では1990年 代よりインフォーム ド・コンセン トに関する議論が さ

れるようになった4)。欧米諸国での議論 と類似 して我が国で も、医師には説明義務がある と

同時に裁量権があるという主張に対 し、患者に自己決定権と知る権利があるという主張 と、

インフォーム ド・コンセン トにおける医師 と患者の信頼関係について議論された。 日本医

師会の生命倫理懇談会は、「今日の医療における説明 と同意の原則を尊重することが大切で

ある」 とし、インフォーム ド・コンセ ントを 『説明と同意』(1990年)に 訳 し、報告書をま

とめた4)。その報告では、単なる説明 と同意ではな く、患者が十分に理解 ・納得出来る説明

を与えられた上での同意 と意味 している。またインフォーム ド・コンセン トは医師 と患者

の関係を築く上で必要な原則であるとしながらも、欧米諸国のような 「説明 と同意」 を導

入することは、我が国の伝統的な文化が異なるため困難だ と考えられ、よって、我が国の

歴史、文化的な背景 と国民性を考慮 した上で、我が国に適 した 「説明 と同意」の体制を整

える検討が必要であるとされた4)。

口

 インフォーム ド・コンセ ン トでは、医師が患者に対 して理解できるように医療行為の説

明をする必要がある とされる一方、患者はその説明内容を理解 し、 自己決定を出来る能力

を必要とされる。それがインフォー・ム ド・コンセン トの実施に必要条件とされる患者の 同

意能力である。同意能力 とは、医師か らの説明を理解出来る能力、および説明を基に、医

療を受けるかを、 自分自身の価値観 と照 らし合わせて理性的に判断できる能力を備えてい

ることである1)。患者は同意能力を備えていると医師が判断 した上で、十分な説明に基づ く

同意が行われる。 こうした同意能力を必要条件 とするインフォーム ド・コンセン トに対 し

て、「説明と同意」の訳語では不十分だという意見 もあると森岡は述べている4)。欧米諸国、

特 に米国でのインフォーム ド・コンセン トは、患者の理解力と正 しい判断力を促進す る説

明よりも、医療訴訟を避ける自己防衛のために、医師が説明を して同意を得 ようとする印

象が強い。さらに我が国においても、日本医師会の生命倫理懇談会でインフォーム ド ・コ

ンセン トを医師と患者の信頼関係の基盤作りを重視する4)とされているので、「説明と同意」

という訳では不十分であると筆者 自身も考える。第2章 では、インフォーム ド・コンセ ン
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トが実施する上で必要条件とされる同意能力の側面から、インフォーム ド・コンセントの在

り方について述べるとする。

口

1)稲 葉一人、児玉聡、堂圃 俊彦、奈良雅俊、額賀淑郎、前 田正ー一、水野 俊誠、 「入門 ・医

   療 倫理〈1>」、赤林朗編集、勁草書房、2005、pl25,pl27,p137,pl42,pl48

2)栗 原 千絵子 、子 どもを対象 とす る研 究の倫理:序 論 研究 規制 の成 立背景 と倫理 的デ ィ

   レンマー、倫理評価、34巻1号 、2007,plO7

3)水 野肇、インフ ォーム ド・コンセ ン トー 医療現場 における説明 と同意-、 中央 公論新 社、

   1990, p25, p30, p33, p43-44

4)森 岡恭彦、 インフ ォーム ド ・コ ンセ ン ト、 日本放送出版協会、1994、plO-ll, pl7-25、

   p36-37
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第2章 同意能力に応じた説明

 医療においてのインフォーム ド・コンセン トの重要性 と必要性が増 してきたが、医療を

受ける全ての患者に対 してインフォーム ド・コンセ ントが実施されているわけではない。

インフォーム ド・コンセン トは同意能力をもつ者に対 しては実施が されるが、同意能力を

もたない本人に対 しては、代諾者に説明 と同意を得ることが優先される1)。第2章 では、患

者の同意能力の有無 とインフォーム ド・コンセ ン トを中心に、説明 と同意の在 り方につい

て論 じる。

2-1.イ ンフ ォームド ・コンセ ント の実施 における必要条件　- 同意能力 -

 前章で も述べたが、同意能力 とは医師か らの説明を理解出来る能力、および説明を基に

医療を受けるかを自分自身の価値観 と照らし合わせて理性的に判断できる能力を備えてい

ることである1)。医師はインフォーム ド・コンセ ン トを実施する際に、こうした同意能 力が

備わっていることを踏まえ、出来る限 りの専門用語を除き、丁寧な言葉を用いなが ら説明

する。患者へ、診断名や必要な検査 と治療、それに伴 う副作川 と 予後、また治療における

人院期間や費用等、伝える必要がある情報と患者が希望する両方の情報を提供する。

 しか し、全ての人が同意能力を備えているわけでない。同意能力があるか否かの判断は

容易ではなく、特に{ど もや知的 ・精神障害者、高齢者の判断は難 しいとされる。P.アペル

バウムによると、患者の判断能力には4つ の能力を備えていることを指 している。その4

つの能力とは、患者が治療Lの 意向や選択を表明する能力、開示 された情報を理解する能

力、理解 した情報が 当人の状況に当てはまることを認識する能力、そして治療についての

情報 と患者自身の意向に基づいて論理的に思考する能力である1)。インフォーム ド・コンセ

ン トに必要なこの4つ の能力を備えているかを、年齢と発達によって客観的に判断するの

は難 しい。特に 子どもの発達には個人差があ り、場合によっては自身の病気を認識 し、必

要な医療行為について理解が出来る。 しか し、子ども自身が当人の意向、及び治療の選択

を論理的に思考 して判断することを見極めるのは難 しいとされている。

 同意能力をもたない者に対 して、第35回 世界医師会総会(1983年)で 修正されたヘルシ

ンキ宣言、「人間における生物医学的研究を行う医師の手引きのための勧告」の基本原則ll

項の中には、法的無能力者(同 意能力を持たない者)に 対 して、法的代理人への説明 と同

意について記載されている。
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【資斜2】 ヘルシンキ宣言(1983)2)

     「人間における生物医学的研究を行う医師の手引きのための勧告」基本原則11項

1「法律上の能力を欠いている場合は、説明された上の同意は法的に認められた保護者によって

1与 えられなくてはならない。身体的あるいは精神的に、説明を聞いた ■ヒでの同意を与える能力

1の ない人の場合、あるいは幼年者の場合はその国の法律の定ある責任ある近親者が研究対象と

…なる人の代理を務めることになる。もし幼年者が実際に同意を与える能力をもつ時は、法的代

ー理者の同意に加えて本人の同意も得ておかなくてはならない。」

2-2. をもた い への どもへのインフォーム ド・アセン ー

 患者が同意能力をもたない場合には、医療従事者はインフォーム ド・コンセン トを得 る

ことが免除される。ただ し、代諾者に説明 して同意を得なければならない。同意能力を も

たない と判断 される許どもの場合、代諾者は親権を有 している親である1)。1983年 に出さ

れたヘルシンキ宣言は2000年 に追加修正がされ、同意能力を欠く者についての規定を以 ド

の通 りに記 している。

【資料3】 ヘルシンキ宜言(2000)策25条 同意能力を欠く者についての規定抜粹3)

未成年者のように法的行為能力がないとみられる被験者が、研究参加についての決定を賛意を表

することができる場合には、研究者は、法的な資格のある代理人から同意のほかさらに未成年者

の賛意を得ることを要する。

 ヘルシンキ宣言での 「未成年者の賛意」とは、インフォーム ド・アセン トのことである。

インフ ォーム ド・アセン トとは、子どもの発達に応 じた適切なawareness(知 ること、気づ

き)を助けなが ら、これから何が検査や処置で起こるかを正確に伝えることである。そして

その説明か ら、子ども自身が どのように状況を理解 しているかを考慮 しながら、子ども が

治療を受けようとする気持ちを引きだす ことである4)。米国小児学会では、医師が7歳 ～14

歳の子ども に対 してアセン トを得ること、また15歳 以1.に は インフォーム ド・コンセン ト

を得ることを勧めているi)。諸外国の多 くは15歳 以ー【二の子 どもを意思決定能力のある未成

年と考えている。法律 ■ヒにおいては、満20歳 までは法的保護者が付 されるのに対 し、医療

においては20歳 未満でも医療行為について同意能力を備えている場合は、fど も自身の承

諾で ト分であるとされている6)。しか し、子ども は自己決定が不確実であることから、正確

に理解をしたLで の同意を得る ことは困難である。こうした小児医療現場でのインフォー

ム ド・アセン トにおいて、子ども自身の権利と自立を尊重 して説明をするべきか、それ と

も保護者の責務を尊重するべきかのデ ィレンマが生 じる3)。

 以上の ことをま とめると、同意能力をもつ者に対 してはインフォーム ド・コンセン ト、

また同意能力をもたない者に対 してはインフォーム ド・アセン トが実施されるとまとめ ら

れる。以下にインフォーム ド・コンセ ン トとインフォーム ド・アセン トの関係性を図に記
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す 。

【図1】 インフォーム ド・コンセン トとインフォームド ・アセン}の 関係性
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2-3. に  せた  を  る

 子 どもへの説 明 と同意に関 して、米国の米 国国立衛生研 究所(NIH)は 、 「子 どもは成 長

す るにつれて、知能 や感情 、判断力が 育 って くるので、様 々な決定に関 して、 よ り大き く

関わ って くるよ うにな る。従 って、子 どもが法律的 に特別な資格 を もって いな くとも、 子

ど もの 同意 は とるべ きである。」 と子 どもへの説明実施の必要性 を述べている7)。 また1988

年 に病 院の子 どもヨー ロッパ協会(European Association for Children in Hospital;EACH)

がrEACH憲 章(ヨ ー ロッパ病 院の子 ども憲章)」 等の 子 どもとその家族の健康 を守るケ ア

指針が 出来た。本憲 章において も、子 どもの年齢や理解度 に合わせ た方法で説 明を受 け る

権利、な らび に自 らの決 定において参加す る権利が 子 どもにある と記載 されてい る。

【資料4】 EACH癒 章8)

1.必 要なケアが通院やデイケアでは提供できない場合に限って、子どもたちは入院すべきで

  ある。

2.病 院における子どもたちは、いつでも親または親代わりの人が付き添う権利を有する。

3.す べての親に宿泊施設が提供されるべきであり、付き添えるように援助されたり奨励 され

  るべきである。親には、負担増または収入減がおこらないようにすべきである。子どもの

  ケアを一緒に行うために、親は病楝の日課を知らされ、積極的に参加するように奨励され

  るべきである。

4.子 どもたちや親たちは、年齢や理解度に応じた方法で、説明を受ける権利を有する。身体

  的 ・情緒的ス トレスを軽減するような方策が講じられるべきである。
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5.子 どもたちや親たちは、自らのヘルスケアに関するすべての決定において説明を受けて参

  加す る権利を有する。すべての子 どもは、不必要な医療的処置や検査か ら守 られ るべきで

  ある。

6.子 どもたちは、同様の発達的二ーズを もつ子 どもたちとともにケア され るべきであ り、成

  人病棟 には入院 させ られない。病院における子どもたちのための見舞客の年齢制限はな く

  すべきである。

7.子 どもたちは、年齢や症状 にあった遊び、 レク レーシ ョン、お よび、教育に完全参加する

  とともに、ニーズにあ うように設計 され、 しつらえ られ、スタ ッフが配属 され、設備 が施

  され た環境におかれるべきである。

8.子 どもたちは、子 どもたちや家族の身体的、情緒的、発達的ニーズに子 と和え られる訓練

  を受け、技術 を身につけたスタッフに よってケアされ るべきである。

9.子 どもたちのケアチームに よるケアの継続性が保証 され るべ きである。

10.子 どもたちは気配 りと共感 をもって治療 され、プライバシーはいつで も守れ られ るべ きで

  ある。

 子どもを対象 とする研究におけるNmの 見解 と、日常診療における子 どものケア指針 と

なるEACH憲 章によって、子どもの年齢と発達に合わせた説明を実施することの重要性 と必

要性がさらに増 した。我が国で も1994年 に 「児童の権利に関する条約(子 供の権利条約)」

が批准され、子ども(18歳 未満全ての者)は 独立した人格を有 し、自身の治療や処置に対

し、医師への情報公開を求める権利、お よび年齢や理解にあった説明を受け、自分の意 見

を自由に表明する権利があると記されている5)。子どもの権利の確立により、十分な能力を

備えていない子 どもに対 し、個々の認知発達段階に合わせた表現 と手段を用いて、可能な

限 りの多くの情報を提供するインフォーム ド・アセン トが推奨された。

【資料5】 子 どもの権利条約(一部抜粋)5)

・第12条:「 自己の意見をもつ能力ある児童には、自己の意見を自由に表明する権利(意

      見表明権)を 保障 しなければならない」

・第13条:「 表現の自由の権利を有する」

・第17条:「 特に児童の社会的、精神駅および道徳的福祉並びに心身の健康を促進する目

      的の情報及び資料を利用できるよう確保 しなければならない。」

口

 前章で も述べてきた通 り、インフォーム ド・コンセ ン トには法的側面、お よび倫理的側

面の二つの側面がある。法的側面 として、インフォーム ド・コンセン トは、「適切な説明行

い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない(医 療法第1条4の2)」 と規

定されており1)、医師などの医療従事者は医療行為を行う前に患者からインフォーム ド・コ
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ンセ ン トを得ないで医療行為を行えぱ、行った医療行為に過誤がな くて もその医療従事者

は損害賠償責任を課されるという原則(イ ンフォーム ド・コンセン トの法理)が ある1)。し

か し、同意能力をもたない者に対 しては代諾者による説明と同意を得れば、本人への説明

が免除 される1}と、インフォーム ド・コンセン トは法的面が強い傾向がある。それに対 して、

こうした同意能力を もたない者への説明 と同意を倫理面より考慮 したのが、インフォーム

ド・アセ ン トである。インフォーム ド・アセン トは代諾者への説明実施が努力義務として

求められ、同意能力をもたない本人には任意である。しか し法的資格を持っていな くて も、

年齢や発達段階に合わせた説明を実施 し、出来 る限 りの賛意を得る必要があるとされてい

る。インフォーム ド・アセン トの実施対象であるのは7歳 以上の子どもと設定されること

が多い。第三章では、様 々な子 どもの年齢や発達を考慮 した説明 と同意の取 り組みに関 し

て、米国の子 ども病院視察内容を中心に実態を述べる。

口 ●
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第3章 子どもの年齢と発達に合わせた説明アプローチ

 子どもの年齢 と発達段階を考慮 した説明の取 り組みは、1920年 代に病院に遊びを取 り込

む活動によって、病気の子どもの発達を支援するプログラムが導入されたことか ら始まっ

た。 子どもの発達 と母子関係に関する研究を行ったスピッツ(Spitz,1945)や ボウル ビー

(Bowlby,1951)は 「母性的養育の剥奪」に関する研究発表1)2}を し、入院児の病院生活に

おける母親 との分離体験は、子ども の発達 に影響を与えると関係性があることか ら、病気

の子どもの心理的影響を援助する取 り組みが諸外国で普及された。その取 り組みの-一一つ と

して、検査や治療に対する心理的な準備のための説明、"プ リパ レーション"で ある。本章

では、米国の子ども病院で実施される病気の子 どもの発達を支援するプログラム(チ ャイ

ル ドライフプログラム)を 視察 し、複数の心理的支援の中で も"プ リパ レーシ ョン"に 着

目する。

a-1. で の の プログラムの

 1922年 に病 院内 に遊 び を取 り込む活 動 、お よび ス ピッツ(spitz,1945)や ボ ウル ビー

(Bowlby,1951)の 発表 を機に、1950年 代か ら英国や北欧の取 り組み とほぼ同時期 に、米 国

で も、病 気の 子どもの発達 を支 援す る専門 家 とプ ログラムが誕生 した。米国 においては 、

エマ ・プラ ンク(Emma Plank)を は じめ とする専門家 らに よって、1970年 代か ら1980年

代にか けて、病気 の 多ど もの発達 を支援す るチ ャイル ドライ フプログラムの 普及が 急速 に

広が った3)。

【表1】 病気の子どもの発達を支援するプログラムにおける諸外国の取り組み4)

年

1922

1940

-1955

1956

1959

1967

1970ー

1980

米国

一「ーー 麺 丁天孵
ン

        病院内に遊びを取り込む活動が始まる

ボウルビー(B。wlb,)らによる囎 理論より、黝 嬲1、 おける雕 剥勧 弊害を鰄 し、 「

  母親の関わ りの有無が乳児の知能の発達にどう影響するか という論文を発表

1950年 代にEmma Plankら によって、チャイル ドラ1ス ウエーデンで保育士が病棟で子 どもの遊びを相 手

イフに関す る教育プログラムの活動 とブ ログラムの-と しての支援

創造が始まった。                -

                  i,latt報告で入院児の幽 な鼬 への問題視を政府「

Association  for  the  Care  of  Children  in

Hospita1[ACCH]の 設 立

へ報告(英 国)

チャイル ドライフプログラムの普及が急速に広がる
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1977

1978

1982

1985

1986

1988

isst

カナダ小 児学会が小児病棟 を有する病 院に、チャイ

ル ドライフプログラムを提供する ことの必要性を強

調

Child Life Council [CLC]が設立

アメ リカ小児学会に 「最 も先駆的、有 益で人道的プ

ログラム」 と評価

数名のチ ャイル ドライフスペシャ リス トが正式に認

定

ゲイナー ド(Gaynard)が チ ャイル ドライフプログラ

ム、お よびチャイル ドライフスペ シャリス トによる

支援の効果 を科学的に証明

新保 育法で入院する子 どもに幼稚園、学童保育活動

と同様の活動の機会 を与えることが法律によって義

務化(ス ウエーデン)

ホス ピタルプレイスペシャ リス ト養成コースの設立

ホス ピタルプ レイスペ シャリス トが国家資格 として

認定

 チャイル ドライフプログラムは、子 どもが入院生活等によるス トレスや不安に対 して、

うま く対処できるよう援助をす ること、および入院生活以外の 日常生活において、子ども

たちが病気 と向き合いつつ も、成長 し発達する過程を援助す ることを目的 とした取 り組み

である3)。子どもの年齢と発達に合わせた遊びの提供やプ レイルームの管理以外に、患児の

兄弟等の家族支援、病児の教育支援、および医療行為における心理的準備(プ リパ レーシ

ョン)の 援助を行っている。本プログラムは、1978年 にカナダ小児科学会では 「小児科病

棟を有する病院は、入院 ・外来 ともにチャイル ドライフワーカー(つ まりチャイル ドライ

フスペシャリス ト)を 中心に遊びのプログラムを提供すべきである」と必要性を強調され、

また1986年 アメリカ小児学会では 「最 も先駆的で有益、人道的なプログラム」と高 く評価

された。3)

3-2. に プ1パ レー ションの

 筆者は、前述でのチャイル ドライフプログラムとチャイル ドライフペシャリス トの活動

を学ぶため、2008年8月4日 ～2008年8月8日 に、3つ の米国の子 ども病院を視察 した。

視察目的であるプ リパ レーションの実態を明らかにし、またプリパ レーションを取 り組む

チ ャイル ドライフプログラムの体制 と、そのチャイル ドライフスペシャリス トの活動を ー一

部紹介する。
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視 察 日 程: 2008年8月4日 ～2008年8月8日

視 察 先  3 Children Hospital Los Angeles5),Hasbro Children Hospital6), MassGeneral Hospital

     for Children'〉

視 察 目 的:米 国 の 小 児 医 療 現 場 で 実 践 して い る チ ャ イ ル ドラ イ フ プ ロ グ ラ ム 内 容 、 お よ び チ

     ャ イ ル ドラ イ フ ス ペ シ ャ リ ス トの 活 動 を 視 察 す る 。

口 視察先の概要

α血㎞1Ho剛 贓 恥画蜘(2008年8月4日"⑳08年8月8日).

外科、放射線科、救急医療部、外来の5つ の部門でのチャイル ドライフプログラムの活動を視察。実際に使

用 されているプリパレーションツールの閲覧と、プリパレーションおよびディス トラクションの実践を視察。

チャイルドライフスペシャリス トの業務の一つであるプレイルームの管理、および年齢別に提供する玩具の

種類の閲覧、また院内行事として、病気の子 どもたちに向けたアー トセラピー、アニマルセラピーのプログ

ラムを視察。さらに、集団単位で行なわれたプリパレーションの業務に参加。一
主に年齢別のプレイルームの設置、およびプリパレーションツールの閲覧、その他には入院中の子 どもたち

の家族を支援する施設や病気に関する資料室の紹介。

(1)米 国の小児病院 にお ける プリパ レーシ ョン支援

 事前調査 と同様、チ ャ イル ドライ フプ ログラムは主 に子 どもの年 齢、お よび発達 段 階に

合 わせた遊 びの提供 と検 査や処 置に対す る心理的 準備の説 明(プ リパ レーシ ョン)を 取 り

組 んでい た。 また、視察 先の3病 院に共通 して いたのは、 プ リパ レーシ ョンの支援 を行 っ

て い る診療科 と対象患者 である。主 なプ リパ レーシ ョンの支援 を実施 していたのは 、手術

を控え る子 どもや繰 り返 しの処 置を必 要 とす る子 どもであ る。 またチ ャイル ドライフ プ ロ

グラムの提供 方法 も3病 院で共通 してお り、患児 とその家族へ のプ ログラム の提供 は義務

化 され てい るわ けでな く、任 意制 による ものであ った。診療 の際 に、 医師が 患児 に心 理的

な 支援を必要 とす る と判断 した場合、 もし くは家族が 希望 した場 合、チ ャイル ドライフ ス

ペ シャ リス トが その患児 と保護者 に診療 支援 を行 っている。

 次 に3施 設 におけ る相違点 は、プ リパ レー シ ョンの方法 である。1対1で 行 うプ リパ レー

シ ョン方法に対 して、 も う-・つ は グル ープ単位 で行 うプ リパ レーシ ョン方法が提 供 され て

いた。Children Hospital Los AngelesとMassGeneral Hospital for Childrenで は前者 のプ リ

パ レー シ ョン支援 、またHasbro Children Hospitalは 後者 のプ リパ レー シ ョン支援が行わ れ

て いた。 前者 の プ リパ レーシ ョン支援では、 ー・人ひ とりにあ った プ リパ レー シ ョンを検 討

し、支援 方法 を計 画す る。説明に用 い る遊具(プ リパ レー シ ョンツール)も 、説明時間 も5

分 ～60分 と子 ど もの状況 に よって様 々である。 この プ リパ レーシ ョン支援 は、一人ひ とり
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の 子どもの年齢 と発達における個人差を考慮されていることか ら、最も適 した説明が子 ど

も一人ひとりに提供される。ー・方、後者のプ リパ レーションは、予約制によるグループ単

位でのプリパ レーシ ョンプログラムを設けている。プログラムの時間帯になると年齢の近

い複数の子どもとその保護者が集まり、集団でのプリパ レーション支援を実施 している。

参加者の中には、ー・度経験 したことがある子どももいれば、初めて体験する子 どももいる。

子 どもたちの理解力には個人差があるが、 こうした同じ検査や処置、治療を経験する子ど

もたち同士が互いにもつ不安や恐怖を共有することで和らげ、コミュニケーションの促進、

および親子共に対処能力を向上 させる機会を与える。

【表2】 3つ の来国の子ども病院におけるプリパレーション方法の共通点と相達点

共通点 患児 とその家族へのプログラム提供は任意制

相違点 プ リパ レー シ ョンの方法

①1対1の プ リパ レーシ ョン ② グループ単位のプリパ レーション

【実 施 病 院 】

Children Hospital Los Angeles

Mass General Hospital for Children

【実 施 病 院 】

Hasbro Children Hospital

【特徴】

fど もの年齢や発達段階を考慮 し

た個々に合った説明アプローチ。

【特徴】

治療 ・検査における対処能力の向上 と

なる説明アプローチ。

② プリパレーションツールの紹介

 プリパ レーションに用いられるツール も多様である。実際の医療器具を用いて説明する

ロールプレイ、医療行為を絵本等のス トーリーでイメージする、また実際の手術室を見学

す る等、それぞれの年齢や発達に合わせた方法でプリパ レーシ ョン支援が行われている。

写真や実際の医療器具等の現実性を正確に子 どもに伝えるツール、お よび治療や検査 に対

する不安 と恐怖を軽減 させるイラス トによるツール と、 子どもが必要 とする支援によって

ツールの提供も異なる。また、プリパ レーションツール以外に、デ ィス トラクションツー

ル、そして処置後の心理的支援(ポ ス トプ リパ レーション)の ツール もある。複数回の医

療行為を経験 している子 どもには、プリパ レーシ ョンは確認のみのために実施され、デ ィ

ス トラクションで気持ちをリラ ックスさせることを重視 した支援を行う。また処置後に経

験 した医療行為における不安や恐怖等の感情表出するためのポス トプレパ レーションも電

視 されている。ディス トラクシ ョンツールには五感を引き付ける遊具、さらにポス トプ リ

パ レーションツールで代表なのが、キワニス ドールや塗り絵 といった子 どもたちの感情表

出する機会を与えるツールである。

 米国には、子どもの年齢や発達に合わせた言葉づかいやイラス ト以外に、多様な国民性

や宗教観の違いも考慮 した遊具が開発されている。
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 こうしたプリパ レーションツールのほとん どが 、現在、チ ャイル ドライフスペシャリス

トによる手作 りであ り、インターンの学生によるツール も置かれていることか ら、作者に

よって絵本のプ リパ レーションは、言葉づかいや内容に情報の差異の可能性をもっている。

情報の差異を軽減するため、絵本等におけるツールではな く、ビデォや写真、また実物の

道具を用 いて、出来る限 り正確 に伝える説明を取 り組んでいる。 しか し、年齢が低い子 ど

もによっては、実物をみせることで不安や恐怖 を増加させる可能性があるため、幼児向け

のツール開発は今後の課題であるとされている。

【図2】 米国の子ども病院視察で闘覧したツール

プリパ レーシ ョンツール

鰯
デ ィス トラクシ ョンツール ポス トプリバレーションツール

3-3. じて た の

 来国の子ども病院の視察 より、チャイル ドライフスペ シャリス トと医療従事者によるチ

ーム医療体制で、病気の子 どもの問題に取 り組んでいる。Children Hospital Los Angelesで

は、医療従事者 とチャイル ドライフスペシャリス トが患児の情報を共有するカルテが設け

られており、チ ャイル ドライフスペ シャリス トも患児への支援内容を医療従事者に発信 し、

また患児の治療情報を確認出来るシステムが整っていた。患児の身体的、および心理的情

報を多職種が互いに共有 し、それぞれの専門性を生か して連携する診療支援(チ ーム医療)

が実施されている。 これは、多様な民族で構成 される宗教観の違いか ら、互いの利害関係

を調整、また規律や礼儀を尊重する共同社会をつ くってきた米国の歴史的な背景によるも

のである。チーム医療体制が整 った もう一つの背景は、前章で も取 り上げた米国の 「契約

社会」の特徴である。医療訴訟の頻繁化より、医師以外にも多職種で共同して治療に取 り

組むことで、医師における心理的また社会的な措置をとる自己防衛的な医療の特徴を有 し

たこと81も、チーム医療体制の強化に繋がった。社 会的背景における宗教観の違いか ら、米

国では個々に適 したアプローチで提供する医療体制 も整ったと考えられる。

 -▲方、我が国は単一の民族で形成 される島国であることか ら、昔か ら地域や集落を一つ

の集合体として とらえて生活する家族的な社会が構成されている91。 我が国の社会構成は、

医療現場において も医師が中心 となって、看護師 ・薬剤師な どの専門職種を統率する形式

が とられている8)。家族的な社会形成 と島国の特徴 より、我が国は閉鎖的な面を有 している。

また民族の単-牲 であることか ら、米国に比べ、人間関係への関心は薄いことから、それ
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それの職種 も単一 として とらえがちである。 日米における社会的な背景の違いに よって、

医療従事者同士の関係性、および医療従事者 と患者の関係性が患者に対する支援の取 り組

み方に違いがあると考えられる。

 また、米国における多民族性の特徴は、個々の人権を尊重する個人主義が強 く存在する

ことである9)。米国での視察か ら、チャイル ドライフスペシャリス トは、子 どもを対象 とし

た説明アプローチを実施 していることが明らかになった。また子 どもの発達や理解度に合

わせた言葉づかいをは じめ、コミュニケーション方法 も子ども目線で行 っていた。子ども

との会話の中で、不安や恐怖を聞き、治療や検査に対する対処能力を引き出すプ リパ レー

シ ョンを実践 していた。それに対 し、筆者が幼少時代に経験 した我が国の医療従事者によ

る説明では、親を対象 とした説明であるため、幼い子 どもには話の内容が聞 こえて も、難

しい医学用語をは じめ、未知な単語が多いため、理解することが出来ない。以上のように、

チ ャイル ドライフスペ シャリス トが配置されていない 日本の小児医療現場では、主に医師

または看護師が説明を行っている。 日米において、説明実施者の違い もあ り、来国ではチ

ャイル ドライフスペシャリス トといった子 どもに医療行為を行わない存在が実施 している

のに対 して、我が国は医師や看護師 と医療行為を行う存在が実施 しているため、説明にお

ける不安や恐怖の軽減、また対処能力の向上にも違いがあると予想される。

3-4. のチ イル'ラ イフプログ ーム チ  ル'イ フスペシ 曾ス の

 米国では1970年 代か ら1980年 代にチ ャイル ドライフプログラムが普及 し始め、2005年

には471箇 所のプログラムが小児医療施設で実施 され、チャイル ドライフスペ シャリス ト

の資格を有する者は3000人 近 くいる10〕。主なプログラムを実施 している医療現場は大都市

に集中してお り、高度医療を提供する子ども専門病院や大学病院である3)。医療現場におけ

るチ ャイル ドライフスペ シャリス トの主な役割は、病気の子 どものニーズを知ることで、

適切な遊びの提供、検査や治療における心理的準備(プ リパ レーション)、 そして患者を取

り巻 く両親やその兄弟を含む家族の精神的なサポー トを行 うことで、子どもの発達を援助

することである3)。

 1997年 に我が国で初めてのチャイル ドライフスペシャリス トとなる藤井あけみさんが米

国で資格取得を し、その後、多 くの小児科病棟を有する病院でのチャイル ドライフプログ

ラムの活動を行っている1)。現在(2009)、 我が国でのチャイル ドライフプログラムの設置

数は、20施 設であり、米国で資格取得 してきたチャイル ドライフスペシャリス トが一施設

一人の計20名 が我が国の小児医療現場で勤務 している11〕
。米国同様で、プログラムが多 く

設置されているのは大都市付近であ り、また大学病院等に多い。

 我が国のチ ャイル ドライフプログラムの活動内容は、米国 と似ている。検査や処置に対

するプリパ レーションを始め、プレイルーム管理 と家族や兄弟姉妹の精神的サポー トを実

施 している。プ リパ レーシ ョン支援は、外科的処置等の手術を控える子 どもに対 して主に

実施 されている。また主な活動は看護部に設置 してあ り、看護師 と連携 して実施 している
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のが大半である12)13)。

【図3】 我が国におけるチャイル ドライフプログラムを設口 している医療施設

   1施設のみ設置

⑳ 2施設以上の設置
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【表3】 我が国におけるチャイル ドライフプログラムを設置ーしている医療赭設の一覧11)

宮城県立・ども病院     轍 県立・ども病院      …
                     1                                1千葉県立こども病院            ・順天堂医学部付属順天堂病院

瞰 大学法人鯨 医科齢 大学   i国鹹 育医療センター      …
                                             -                     己

済生会横浜市東部病院            東邦大学医療センター大森病院          i
                                             l

聖路加国際病院 横須賀市立うわまち病院

静 岡が ん セ ン ター一
                        ー静岡県立こども病院

浜松医科大学附属病院 独立行政法人国立病院機鵬 齷 臟 センター …
                        i

名古屋大学医学附属病院 三重大学附属病院

大阪大学医学部附属病院                     {大阪府立母子保腱総合医療センター

広駄 学医学鮒 属病院     1県拡 島病院        i
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ロ

 現在、我が国にはチャイル ドライフスペシャリス トを養成する機関が設けられていない。

また病気の子 どもへの心理的な支援を行 うチャイル ドライフプログラムの設置 も、米国に

比べて整っておらず、普及が遅れている。 しか し日米におけるそれぞれの社会的な背景に

は、国民性、宗教観、文化的側面および考え方の違いがあり、医療現場における説明体制

もこうした背景を受けて、医療従事者 同士、および医療従事者 と患者の関係性、そしてコ

ミュニケーシ ョンの方法 も異なる。 よって、米国 と同様の病気の子どもを支援するプログ

ラムや専門家を導入するだけでは、我が国に適 した子 どもへの説明と同意を現場に導入す

ることには困難であると筆者は考える。医師を中心 とし、その他の専門職種を統率するタ

テの関係性で形成される我が国の医療連携体制 より、医師や看護師が中心に子どもへの説

明を行っていることが多い。米国のチャイル ドライフスペ シャリス トら14}の専門家による

と、医療従事者 とチャイル ドライフスペシャリス トによる子 どもへの説明の違いは、子 ど

もの発達面と理解度 を考慮 した説明が実施 されるか否かであると述べていた。 日米比較を

踏まえ、第4章 では我が国の小児科医による子どもへの説明実施状況の実態を調べ、我が

国に適 した子 どもへの説明と同意を検討する。

口 ●

1)藤 井あけみ、チ ャイル ド・ライフの世界 こどもが主役の医療 を求めて 、新教出版社 、2000
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第4章 我が国の小児科医による子どもへの説明実施状況

 欧米諸国の小児医療現場では、治療や検査に対する心理的準備 として 「プリパ レーシ ョ

ン」が実施されている。プリパ レーションとは、認知発達段階に応 じた方法で、病気に関

す る情報を子 どもに説明し、心の準備をする機会をつ くることである1)。 我が国において、

2000年 に田中恭子医師らがプリパ レーションに対する医療従事者へのアンケー トを実施 し

た。調査対象は都内近郊の8施 設の小児科病棟の小児科医106名 、および看護師136名 で、

プ リパ レーションの必要性 と問題点について検討 した。結果、必要性を感 じている医師や

看護師は8割 であり、現場に導入する上で問題 として取 り上げられたのは、専門性、コス

ト、責任の所在である21。第4章 では、我が国の小児科医による子 どもへの説明実施状況を

明 らかに し、説明実施の有無にどういった要因があるかを把握 し、我が国に適 した子 ども

に対する説明体制について検討する。

4-1.」 理 -プリパレーシ ョン-

 プリパ レーションとは、病気や検査によって引き起 こされる心理的な混乱に対 して、心

理的準備をすることで、子どもや親の対処能力を引き出す機会を整える。プリパ レーシ ョ

ンの主な目的は以下の三点である。

1)正 しい知識を提供すること

2)子 ども自身が自己表現する機会を与えること

3)心 理的な準備を通 して医療者 との信頼関係を築 くこと

 こうした心理的準備 としてのプ リパ レーションには治療的遊びの側面をもってお り、子

どもがもつ不安や恐怖を軽減、早期回復、そ して医療者とのコミュニケーションを促進す

るといわれている2)。プリパ レーションは以下のような5段 階の広義の概念を含む もの とい

う認識が広まりつつある。2)

1)子 どもの発達心理的、身体的評価を考慮する

2)入 院時のー般的なオリエンテーション

3)医 療行為に関する説明を遊びで交えて行う狭義のプ リパ レーション

4)処 置中に気を紛らわすデ ィス トラクシ ョン(注 意転換法、リラクセーション法)

5)体 験 した検査や治療後の情報整理をするポス トプ リパ レーション

 "心 理的な準備"の ためのプリパレーションを実施する上で、欧米諸国では絵本や人形、

そ して実際の医療器具といった視覚的 ・聴覚的に興味や感情表出を引き出す、また理解 を
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促すためのツールが用いられている。

 プリパ レーションの方法は、子どもの認知発達段階に合わせて、 これから処置す る検査

の手順の説明、子供が体験する感覚の説明、そして子供が とるべき行動の説明、検査や処

置の必要性の説明を行 う。説明を行わずに、子 どもを抑えつけて検査をすることは不安や

恐怖心を与え、その後の医療行為に拒否反応を示 し、また治療に影響が生 じる可能性があ

る。 こうした影響を避けるため、プリパ レーションを実施する上で、子 どもの認知発達段

階を知ることは重要である。Fど もの認知発達段階に合わせた医療行為への説明アプロー

チに関 して、 ピアジェの認知発達理論が参考となる。子どもの認知発達段階には、感覚運

動期(0～2歳)、 前操作的段階(2歳 ～7歳)、 具体的操作期(7歳 ～ll歳)、 形式的操作

期(ll歳 以 上)の4つ の発達段階がある2)。特に前操作的段階の幼児期後半では、子ども

の社会的発達面に大き く影響をするといわれてお り、創造力 ・判断力 ・自発性が発達 し、

物事の因果関係の理解 もみられるようになる。誤った概念の認識や抑止力、自己コン トロ

ール もできるようになることか ら、自身の行動や決断を導く認知機能 も高まる段階で もあ

る。それに対 して、具体的操作期である7歳 以上のr供 は、病気の原因 ・症状 を理解する

ことができ、具体的に説明を行 うことで検査や治療に協力的 となる。さらに12歳 の子 ども

は、未経験の医療行為に関 して も、ほぼ成人同様に理解が得 られるようになる2}。

 以上のピアジェの認知発達理論か ら、子供の年齢別によって認知発達が大き く異な り、

説明アプローチ も異なることが分かる。特にプ リパ レーションは、幼児期の子 どもへの効

果は大きいと考えられている。

4-2. が の による ど への の

4-2-1. 酸 背景とその目的

 我が国では病気の子どもに対する心理的支援の体制が十分普及 されていないが、実際は

どれだけ我が国の小児科医が子 どもへの説明を実施 しているのか?の 実態を把握すること

が本調査の目的である。調査結果を基に、我が国に適 した 子どもへの説明と同意のアプ ロ

ーチを検討する。また医師と子 どもをつな ぐ検査説明ツール(プ リパ レーションツール)

の作成への参考にする。今回は、開業医また初期研修医を除 く、病院勤務の小児科医を対

象に子どもへの病気 ・治療、血液検査、画像検査についての説明の有無、また説明 しない

理由について明らかに した。

4-2-2. 方法

 調査方法は、無記名自記式アンケー ト調査である。調査対象は総合病院14施 設、小児専

門病院2施 設、大学病院1施 設の計17病 院において勤務をしている、開業医また初期研修

医を除いた小児科医である。調査期間は2009年2月 ～2009年7月 に郵送法で調査を実施 し、

68名 に質問紙を配布 した内の、41名の小児科医より回答を得て、回収率は60.3%で あった。
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回答者の内訳は小児専門病院11名 、大学病院9名 、総合病院21名 である。回答 した医師

は、男性23名 、女性18名 で、年齢は20代 後半から60代 前半で、30代 が30名 と最 も多 く

の回答を占めている。

4-2-3. 結果

【結果1】 脱明実施の割合

 説明内容を病気 ・治療、血液検査、画像検査の3つ の説明項 目に分類 してみた ところ、

説明を実施 している割合は、病気 ・治療に関 しては95%、 血液検査に関 しては78%、 画像

検査に関しては73%で 、医師のほとんどが説明を実施 しているという回答であった。次に、

説明を実施 している対象を幼児(1歳 ～5歳)に 限定を し、同様に説明実施の有無を尋ねた

ところ、病気 ・治療については44%、 血液検査については63%、 画像検査については46%

とい う結果であった。特に、病気 ・治療の説明になると、幼児への説明割合が半分以 ドに

落ち込んだ。ー一方、血液検査においては、幼児に対 しても説明を実施している割合が63%

と、 三項目の中で最 も高い結果 となった。

【表4】 子どもの年齢別における説明実施(小 児全体)の 有無

F 説明実施

(全体)

幼児にも

説明実施

説明

無実施
合計  i    l

隔 39 is 2 41

i 95.1% 麟 43.9% 4.9 100%

血液検査 32 26 9 41

78.0%  職 63.4% 22.0

    1
    1

    }
100%  1

    I

    l1

[画 像検査 30 19 11 41

73・2% 〒 46・3% 26.8 100%

【結果2】 臨明実施していない理 由に関して

 3つ の説明項目(病 気 ・治療、血液検査、画像検査)に ついて、説明 しない理由を尋ね

た ところ、次のような結果 となった。病気 ・治療については、「②説明 ・同意を得るのが難

しい」、および 「③理解が出来る内容ではない」 という回答が合わせて8割 を占めた。また

血液検査 と画像検査では、病気 ・治療に比べて、「④同意を得る時間がない」、「⑤説明をす

る ことで不安や恐怖を増加させる」、そして 「⑧他職種が行っているため」 という回答が説

明実施 しない理由として、挙げられた。さらに血液検査では、 「⑥ス トレスを与える」 とい

う回答 も5%あ った。
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【説明 しない理由】

①

③

⑤

⑦

説明 ・同意を得る必要性がない

理解が出来る内容ではない

不安や恐怖を増加させる

信頼関係が悪化する

②

④

⑥

⑧

説明 ・同意を得るのが難 しい

説明 ・同意を得る時間がない

ス トレスを与える

他職種が実施 している

【グラフ1】 各説明項目における説明を実施『しない理由

r
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【結果3】 記述回答

  「低年齢の子 どもであるため、言語理解に難があること、および子どもの同意とい う面

で、小学校低学年または高学年にならないと得 られないと考えられている。検査への必要

性は説明されると述べているが、手順によっては説明実施 していない」とい う回答を得た。

こうした理解面 と同意面を補 うための 「良い説明用のツールがない」という回答 もあった。

【表5】 各説明項目における記述回答

病気 ・治療 血液検査 画像検査

● 年齢が低いため、内容を理解でき ● わか りやす く説明 しているが、理 ● 小学校高学年以下は理解するの

な い。 解 しているかはわか らない。 が 難 しい 。

● 0～4歳 に以下には言語理解 に ● 自分で採血を施行 していない。 ● ケースバイケース

難がある。 ● 良いツールがない。 ● 検査時に眠 って もらう場合は本

● 良い説明用 ツールがない。 ● ケースバイケース 人に説明は実施 しない。

● 話の 内容を理解できない。 ● 言語理解が出来ない年齢 ● CTやMRIは 手順については説明

● 4～5歳 の幼児には内容によ っ ● 説明 してい る時間 より短 く検査 するが、単純X線 については説

て話 して い る。 が出来る場合は、説明は しない。 明実施 しない。

● 7歳 未満は同意 をとれない こと ● 小学校低学年以上の子 どもには ● 画像検査がなぜ必要かは説明す

が多 い。 大まか に何の検査か説明 してい るが、基本的に苦痛を伴わないた

● 本当に同意 を得 られてい るか 不 る 。 め、基本的 に実施 しない。

明 。 ● 血液検査を行うこと、針を刺す こ ● 説明に大きな意 味はな い と考 え

と、痛いことを説明するが、手順 る

は説明 しない。 ● 詳細な説明は しない。

4-2-4.  考察

 子どもへの説明を実施 している医師は大半だが、5歳 以下の幼児に対 しての説明の実施は、

痛みを伴う血液検査では63%、 それ以外は40%台 にとどまっていた。 説明を実施 しない

理由として、「②同意を得るのが難 しい」また 「③理解が出来る内容ではない」 という回答

の大半を占めた。以上の結果か ら、子 どもで も分かるような説明を支援することは重要で

あ り、例えば使いやすいプリパ レーションツールの開発等も有効であると考えられ、今後、

検討を していきたいと思 う。

口

 我が国の小児科医による子どもへの説明実施状況を調査 した結果、幼児期の年齢に着目

して説明実施をみると、実施割合が少ないことが明らかになった。それらの理由 として、

子 どもにおける説明内容の言語理解面の未熟さ、および小学校低学年また高学年以上にな

らない と同意を得 られないことか ら、説明実施を行わない要因 となっている。また血液検
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査のみにおいて、説明を実施 しない理由に 「⑥ス トレスを与える」 とい う回答を得た。 こ

れに対 しては、子どもへの心理的準備のための説明(プ リパ レーション)を 行うことで、

子 どもの不安や恐怖を軽減する効果があるといわれている1)。 「⑦信頼関係」においては説

明実施の有無に関係性がないことか ら、信頼関係作 りのために説明と同意が実施されてい

ない と考えられる。前章を通 して述べてきたが、日本医師会の生命倫理懇談会で、インフ

ォーム ド・コンセン トを医師と患者の信頼関係の基盤作 りを重視する3)とされており、また

プ リパ レーシ ョンにおいても心理的な準備を通 して、医療従事者 との信頼関係作 りを目的

とされている1)ことから、理論 と現場の実践にずれがあると筆者は指摘する。

 プリパレーションは、幼児期の子どもの発達面に大きな影響を与える。第5章 では、プ

リパ レーションがfど もに与える影響について調べ、またfど もの年齢 と発達を考慮 した

プ リパ レーションを実施することで、 子どもの行動 と理解度の変容を調べる検証実験 を行

った。

口 ●

1)及 川 郁 了・・田代弘 子、病気 の子 どもへの プ レパ レーシ ョンー臨床です ぐに使 える知 識 と

   ツール、新 日本印刷株 式会社、2007、p2, p5-6

2)田 中恭子、小児 医療の 現場 で使える プ レパ レーシ ョンガイ ドブ ック、日総 研出版、2006、

   p31-33, p114

3)森 岡恭彦、 インフ ォーム ド ・コンセ ン ト、}1本 放送出版協会、1994,p37
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第5章 プリパレーションが子供に与える影響について

 前章より、我が国の小児科医による子 どもへの説明実施の背景調査より、病気 ・治療 に

ついて95%、 血液検査については78%、 画像検査については73%の 割合を占めたのに対 し、

年齢別で幼児に対する説明実施の有無でみると、痛みを伴う血液検査では63%、 それ以外

は40%台 にとどまった。説明を実施 しない理由として、「同意を得るのが難 しい」また 「理

解できる内容ではない」という回答の大半を占めた一方、「良い説明用のツールがない」、「子

どもの理解度によってケースバイケースで説明を実施する」 という意見 もあった。第5章

では、プ リパ レーシ ョンによって検査に関する幼児の理解度の変容について検証実験を行

った。

5-1.プリ パ レー シ ョンに関する先行研究

 我が国におけるプリパ レーシ ョンに関する研究報告は2000年 か ら急増 している。

 平野由紀子、北村香子(小 児看護、2005)1)は 、幼児期(3歳 ～5歳)の 入院患児の意思

を尊重 した看護介入(プ リパ レーシ ョン)の 過程における効果を調べた。プ リパ レーシ ョ

ン介入時、採血.時、採血後の子ども の行動 と看護師の介入方法を観察 した。 子どもの自己

決定を促すためには、医療従事者のペースではな く、患者の 目線、お よびペースで対応す

ることが対処能力を引き出すことを可能にするとされている。今回、調査で用い られた紙

芝居は、未熟な言語能力の子どもが情報を補うことに役立つ ことから、看護師の介入方法

も子どもの年齢のみでは判断できず、成長 と発達段階で介入を考慮する必要があるとされ

ている。

 また仲尾や石川ら(小 児看護、2004)2)は 入院患児3歳 ～6歳 児を対象に、絵本によるプ

リパ レーシ ョン(介 入群)と 言葉による説明(比 較群)に 分け、それぞれ採血前、採血時、

採血後の子どもの情緒および協力に効果があるかどうかを検証 した。3歳 、また4歳 児はプ

リパ レーションを実施することで不安や恐怖の軽減 とはならないが、"頑 張 る"と いった対

処能力を高めることが出来た と考えられる。 '%J、5歳 児、絵本によるプリパレーションを

行 うことは採血前の不安を軽減させることに働きかけ、また言葉による説明でもある程度

の協力行動が とれる年齢である とした。子どもの認知的、および情緒的側面を考慮 して説

明を実施することで、必要性を子 どもな りに絵本を通 して理解することが出来、検査に臨

む対処能力が向上するのではないか と述べている。

 人形(キ ワニス ドール)を 用いて、採血の手順 と必要性を幼児(3歳6カ 月～5歳8カ 月)

にプリーパ レーションを実施 し、子どもの採血前後の反応を松島(小 児看護、2006)3)は 対

比 した。採血前後の疼痛評価、およびアンケー ト調査 した結果、プリパ レーションを実施

することで、子 どもへ検査における必要性の理解を促す ことが出来、苦痛の軽減効果に繋

31/43



がっていると考えられた。

 さらに2～3歳 の入院患児を対象に、採血時(処 置室入室時、採血時、処置室退出時)に

おける子どもの対処行動(情 報探索 ・参加行動、 自己防衛行動、助けを求める ・コン トー

ル行動)に ついて、それぞれプ リパ レーションを実施 した群(介 入群)と 実施 しなか った

群(対 照群)を 寺島、山岸、山本らは比較 した。(小 児看護、2006)4)両 群 とも、自分で緊

張をとく、また目で見て確認す るといった自己防衛行動を最 も多 くとってお り、また処置

後には、納得させ ようとするコン トロール行動をとることが多 くみ られた。結果、両群に

情緒探索 ・参加行動の増加が見られなかったことか ら、プ リパ レーションを実施すること

で不安や恐怖の軽減、および対処能力の向上に繋がらなかった。その要因 として、2～3歳

児は前概念的思考段階を獲得 し始めた段階であ り、そのため、検査の流れをイメージする

ことが可能となるが、イメージと自分 との同ー・化には至らなか ったのではないか と述べて

いる。今回、不安や恐怖の軽減、および対処能力の向上効果には繋がらなか ったが、処置

後に子 どもが絵本を抱えた り、また採血 ごっこで看護師役をや りたがる等、経験 した処置

後の不安 と恐怖を軽減 させようとするポス トプレパレーションの効果がみ られた。

5-2.プ1パ レ ー シ ョ 、 の   こ こついて

5-2-1実 験の 目的

 先行研究では、プリパ レーションは看護師による介入が多 く、調査内容は主に看護師の

介入方法、プ リパ レーシ ョン実施による子 どもの検査における対処行動、不安 ・恐怖の軽

減の効果検証がされている。こうした先行文献を踏まえ、本実験ではプリパ レーション実

施による子 どもの対処行動、および不安 ・恐怖の軽減における効果を検証するのではな く、

プ リパ レーシ ョン実施による行動 と理解度の変容に着目して、検証実験を行った。今回は

特に、米国の子ども病院の視察の際に実施されていた二段階説明で、 日本の子 どもの理解

度が向上するのか どうかを検討 した。プ リパ レーション内容のシナ リォを血液検査 と想定

し、自作の仕掛け絵本による読み聞かせ(一 回目の説明)、 および実際の医療器具(二 回目

の説明)に よる二段階の説明の効果検証を行った。

5ー2-2方 法

 本実験の対象となったのは、4歳 前後の子 どもとその母親(2組)で ある。一人は3歳9

カ月の男児、もう一人は4歳6カ 月の女児である。説明手順として、母親には血液検査の

手順が書かれた説明書を手渡 し、二段階の説明ごとにその内容を子どもに読み聞かせて も

らった。子 どもがその説明を聞きなが ら、 どのような行動を とったかをそれぞれの説明手

順 ごとに記録 し、比較 した。子 どもに読み聞かせをする際、母親は具体的な指示およびア

ドバイスをしてはいけない と条件設定をした。また本実験における倫理的な配慮 として、

被験者の親に対 して研究目的 ・手法 ・安全性 ・データの扱いと個人情報保護 ・好評におい
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て説明を行い,書 面による同意を得た。また実験中、子どもが拒否をした場合、また体調

や気分を悪 くした場合は即時に実験を中止する とした。

【図4】 プリバ レーシ ョンにおける検証実験の様子

一回目の説明(絵 本) 二回目の説明(医 療器具)

【】1瞻斜6】 血湘璽t疊幽匠査に瞿嶷置す る髄 嘆書1「

絵 誘を便って 子ど㌫ビ説膨9乙なが6,ー 翻 ごやっでみでぐださい。

これか ら血をとる検査 をするよ。 「血」 ってわか る?転 んだ時に赤いものが出て くるで し

ょ?そ れが血だよ。血には、 どんな名前の病気か、また体にどんな悪いことが起こってい

るかを見つけることが出来るんだよ。病気がわかったら、元気になる方法がわかるか ら、

元気になるためにち ょっと頑張ろう。今から、 この絵本を使 って、●● くん(ち ゃん)が

お医者さんみたいにや ってみよう。

① まずは、血をいっぱい集めるために紐で腕をぎゅっと結ぶよ。

② そうしたら、他のばい菌が入ってこないように 「アル コール」に入っている白い冷たい

 布でふいてあげて。

③ さあ、ち ょっと針で 「ちくん」 とするから、「ちょっ と頑張ろう」 と声をかけてあげよ

  う。急に 「ち くん」 と刺 したら、びっくりしち ゃうからね。 じゃあ、ちくんするよ、

  1・2・3!!痛 いね。で も、 もう痛いのは終わ りだよ。

④ 刺 し終わったら注射器を引っ張って!ほ ら、赤い血がでてきた よ。

⑤ さあ、注射器を引き終わった ら、もうお しまいだよ。注射を抜いてあげよう!

  まず、は じめに紐を腕から解いてあげよう!

⑥ 血がいっぱいでてくるから、抜 くときも、白いアルコールでお さえながら針を抜 こう!

⑦ 血がとまったら、絆創膏を貼ってあげよう!よ く出来ま した1
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1お子さんκ遊κでLｺLｺよという指示を与えでぐださ鶴 子ど6櫞 んでいる耀功ぱ、浮糞

でお働言や醐 ナるの雌'ナ τぐだ日さOD。あLｺつ ちをガつように言っでぐだ言ひ。

、偬 「の衂 こ二 どうやるんだうげ9ち ぐんナるのぱど物9謝 でさ乙でグ/っ距るんだよ{笋

11却 衂 仔 拐 の動傑 劭 猪 τ層 葡 ナな アルコ_顔 鰡 ごナるんだ縛

i

子どるが遊ひ終力 った ら,実 衡終 アです』

b-2-3結 果

【結果1】 思考時間 と行動時間の比較

 読み聞かせの ときの血液検査に関連 した行動時間(■)、 子 どもの思考時間(■)、

そ して無関係の行動( )の 割合を説明段階 ごとに分析 し、比較 した。上段が仕掛け絵

本による説明、下段は実物の医療器具を用いた説明である。

 プ リパ レーション中の子 どもの行動を動作 と静止 している時間を比較する と、絵本に よ

る説明では思考時間が長 く、行動時間が短 く、それに対 して、実際の医療器具を用いた説

明では、行動時間が長 く、思考時間が短いという結果を得た。

【グラフ2】 思考時間と行勘時間の比較

■ 行動時間 思考時間 騰 無関係な行動

   ※ 左が3歳9カ 月男児、右が4歳6カ 月女児の結果である。

① 紐 を腕 に結 ぶ

               「

絵本 ・3・ 一 ■ ■1
                 }

器具一 30■1
1絵 本

t 器具

L.

     一『!

、。 薗}

3。ii繭i

       i

② アルコール消毒一
l
i絵 本 甫ri■ ■ ■ ■■ 副

1器 具 繭 一層 ■ 圏画

一____          _

瞬 ■■■-r凾
}器 具 ■ ■r㎜ 6。 前
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行動時間 思考時間 無関係な行動

③ 注射針を刺す

絵本

器具

本

具

絵

器

④ 注射器を引く

絵本 絵本

器具 器具

⑤ 紐を腕から解く

本

具

絵

器

本

具

絵

器

⑥ アルコール消毒 と注射針をとる

絵本 絵本

器具 器具

⑦ 絆創膏を貼る

絵本

器具

本

具

絵

器
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【結果2】 理解度の変化

 次に理解度の変化を調べるため、説明項 目ごとに、母親の一回 目の読み聞かせで子ども

が正 しい行動をすれば5点 、二回目の読み聞かせで正 しい行動が出来たら4点 と理解度を

減点得点方式で分析を行った。以下が得点表である。

【表6】 理解度の得点表
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5-2-4考 察

 結果1か ら、一・回 目の説明(絵 本)と 二回目の説明(実 物の医療器具)を 比較すると、

女児については、思考 している時間の割合が二回目には減少 し、さらに正しい行動をする

割合が増加 した ことか ら、理解度の得点が著 しく増加 した。女児は2回 目の説明時には、

内容を理解 した 上で、自発的な正しい行動を起 こす ようになったと考えられる。一方、男

児については、2回 目の説明(実 際の医療器具)時 に思考時間の割合が減 っているものの、

こち らの意図 とは異なる行動を示 したことで、理解度の得点は女児ほ ど向上 しなかった。

その理由 として、実際の医療器具に強い興味 ・関心を示 したためである。

口 1_

 寺島、山岸、山本の検証結果において、2歳 ～3歳 児は処置後に経験 した ことを絵本で確

認 したり、象徴的遊びを実施するポス トプ レパレーションに効果があった という4)。今回の

実験結果からも、3歳児の理解度の向上を見られなかったが、実物の医療器具(特 に注射器)

に強い関心 と興味をもったことから、3歳 以Fの 児童には心理的な準備支援よりもポス トプ

レパ レーシ ョン支援の方が影響を与えるのではないか と考えられる。4歳 児は絵本と実物の

医療器具の同一化が出来ており、理解度の向上に繋がったことから、プリパ レーションの

実施は理解度の向 止に効果があるのではないか と考えられる。 しか し、平野、北村 らが述

べていたように、年齢のみでは判断できず、子 どもの成長 と発達段階での説明方法を検討

することが必要である。本実験では米国の子ども病院の視察の際に、実施されていた二段
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階の説明(プ リパ レーシ ョン)を 日本の子 どもを対象に実施 し、その反応を分析 した。そ

の結果、4歳 児童に関しては自発的な行動とともに理解度が向上することが示唆された。し

か し、本実験はあくまで もパイロット調査であ り、今後は年齢別や性別の被験者を増や し、

同様の結果が出るかをさらに検証す る必要がある。また我が国においてチ ャイル ドライフ

スペシャリス トが1分 に普及されていないことか ら、こうした子どもに対する説明実施者

が誰にすることが最 も効果的であるかの検討 も課題である。

口

1)平 野由貴子、 北村香 子、幼児期入院 患児に対す るプ リパ レーシ ョンの効果一 子 どもの 意

   思を 尊重 した採 血場 面の介入方法 ー、小児看護、Vol37、2005、 p357-359

2)仲 尾尚 美、 石川綾、採血 を受 ける幼 児期患児への絵本 によるプ リパ レー シ ョンの有効性

   の検証、小児 看護、Vo135、2004、 p32-34

3)松 島文江、人形 を使 ったプ リパ レーシ ョンを こころみ て一採 血を受け る3～5歳 の幼児 期

   患者の反応か ら一、 小児看護、Vo137、2006、 p53-55

4)寺 島佳代、山岸 あい、山本彩加、採血 を受 ける幼 児の対処 行動 ー2,3歳 児でのプ リパ レ

   ー シ ョンの効果ー、小 児看護、Vol37、2006、 p50-52
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総括

 インフォーム ド・コンセン トには、理解力と判断力 を備える同意能力が必要条件 とされ

るが、同意能力をもたない者で も年齢や発達段階を考慮 した説明アプローチを行 うことで、

理解を促すことが可能であると先行研究や米国の子 ども病院視察か ら筆者は述べてきた。

本研究では、同意能力を もたないと判断 される子 どもの年齢と発達段階に合わせた説明ア

プローチの必要性について、以下の2点 を明らかに した。1点 目は子 どもの年齢 と発達段

階に合わせた説明アプローチを日米比較 したことか ら、日米における社会的背景の違いよ

り米国同様の説明体制を我が国に導入することは困難であるため、我が国に適 した説明体

制を検討する必要があることである。2点 目は、子どもの年齢 と発達を考慮 して説明を行

うことで、理解度の向上に影響を与えることか ら、理解を促すための説明アプローチを検

討する必要があることである。 しか し、第4章 の我が国の小児科医による説明実施状況の

調査における記述回答の中でも、「説明は子どもの理解度によってケースバイケースである」

と回答 しているように、医師が考える子 どもの理解力には個人差がある。子 どもの年齢や

発達段階には個人差があるため、子 どもの理解力をそれだけで判断することは困難 とされ

る。 こうした個人差以外にも、性別、コミュニケーシ ョンカや教育 レベル等 も関連 してい

ることも考えられ るため、年齢や発達段階ごとの説明アプローチを検討するのには限界が

ある。さらに説明アプローチとして、必ず しもプリパ レーションが適切なアプローチであ

るとは限 らず、場合によっては説明することで不安や恐怖を増加させる場合 もある。 この

場合は、デ ィス トラクションやポス トプリパレーションによるアプローチが効果的である

可能性 もある。 どのアプローチを実施するかにおいても、子 どもの年齢や発達段階ごとで

区別することは出来ない。

 こうした限界を踏まえて、年齢や発達段階以外のその他の要因も考慮 して、理解力を促

す ことを目的 としたプリパ レーションを検討してい くことが今後の課題である。今回の検

証実験では理解度の向上が見 られたが、あくまで もパイロッ ト調査で被験者2名 だったた

め、今後はさらに被験者数を増や し、プリパ レーションと理解度の向上における効果検証

していく必要がある。また我が国には米国のようなチャイル ドライフスペシャリス トの専

門家が現場に定着 していないことから、子 どもへの説明実施者を誰が実施することが効果

的であるかを検討する必要 もある。

 本研究は、プ リパ レーションの実施による心理的準備の効果に着目するのではな く、理

解力を促すための説明アプローチの検討に着目している。 こうした子どもの年齢 と発達段

階を考慮 し、理解を促すための説明アプローチを検討することは、小児医療現場でのヘル

スコミュニケーションに意義がある と考える。
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 「病気の自分がいたか ら、今の自分がいる」。そう思えるきっかけを くれたのは、当時、

国立小児病院で勤務 していた小児科医の宮塚幸子先生のおかげです。宮塚幸子先生は、私

が幼少時代で経験 した長期闘病生活において、治療や検査で抱える私の不安や疑問を全て、

丁寧に答えて くれたことで、必要とする治療や検査へ協力的になれたこと、また病気 と向

き合えた ことを、心から感謝を申し上げます。こうした幼少時代の闘病経験をきっかけに、

小児医療現場でのヘルスコミュニケーションに貢献 したいと思い、SFCへ の入学を決めま し

た。SFCと い う学びの場を教えていただいた小学校時代にお世話になった院内学級の赫多久

美子先生、また闘病生活中からお世話にな り、現在 も小児医療現場での研究協力のお手伝

いをさせて頂いている伊藤龍子先生へ感謝の意を記 したいです。

 SFCの4年 間では、自分の興味 ・関心である 「医療」、「子 ども」、「コミュニケーション」

以外の多分野か ら、広い視野で多 くの学ぶ ことが出来ま した。本研究を遂行するにあた り、

多 くの先生方にご指導、および多 くの知見を授けていただきました。その中でも、第5章

でのプリパ レーションが子 どもに与える影響についての検証実験においては、福田亮子先

生 をは じめ、研究室の皆様に検証実験方法を一か らご指導いただきま した。また第4章 で

の 「我が国の小児科医による子 どもへの説明実施状況の背景調査」では、調査表の作成か

ら調査表の配布 と、大いに協力 していただいた慶應義塾大学医学部クリニカル リサーチセ

ンターで勤務する柳橋達彦先生 と国立成育医療センターに勤務する福田清香先生、そして

調査協力 して頂いた17病 院に勤務する41名 の小児科医の皆様に、この場を借 りて心か ら

感謝を申し上げます。そして本研究テーマの中心である、子 どもの年齢 と発達に合わせた

説明アプローチの日米比較において、教育奨励基金か ら研究資金を頂きました。本研究資

金 より、米国の小児病院での視察 という貴重な機会を頂き、文献等からでは得ることが出

来ない、実践的な活動を目の当た りすることが出来ま した。米国の小児病院視察を受け入

れて頂いたLinda Garciaさ んをは じめ、 Children Hospital Los Angeles、 Hasbro Children

Hospital、 MassGeneral Hospital for Childrenの チャイル ドライフスペシャリス トの皆様 に、

心温まる配慮、および貴重な体験をさせて頂いたことをお礼申し上げます。

 この他、研究生活の様々な場面で相談、および意見交換、またア ドバイスを していただ

いた秋山美紀研究室の学生の皆 さん、そして研究生活を支えて くれた家族に、心からの感

謝の意を表 したいです。

 最後に、塾内および塾外活動、および本研究を更なるー・歩 となる京都大学院医学研究科

社会健康医学専攻への進路に関 して も、様々なチャンスを与えて下 さり、また丁寧な研究

指導をして頂いた秋山美紀先生、武林亨先生、内山映子先生に心から感謝を申しあげます。
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我が国の小児科医による子どもへの説明実施状況の背景翻庵表i2)
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